
昭
和
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号

警
察
表
彰
規
則

警
察
表
彰
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
こ
の
規
則
の
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察

職
員
の
表
彰
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
表
彰
の
種
類
）

第
二
条
　
表
彰
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
警
察
勲
功
章

二
　
警
察
功
労
章

三
　
警
察
功
績
章

四
　
賞
詞

五
　
賞
状

六
　
賞
誉

七
　
警
察
協
力
章

八
　
感
謝
状

２
　
警
察
勲
功
章
は
、
警
察
職
員
と
し
て
特
に
抜
群
の
功

労
が
あ
り
一
般
の
模
範
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
て
授
与
す
る
。

３
　
警
察
功
労
章
は
、
警
察
職
員
と
し
て
抜
群
の
功
労
が

あ
り
一
般
の
模
範
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て

授
与
す
る
。

４
　
警
察
功
績
章
は
、
警
察
職
員
と
し
て
特
に
顕
著
な
功

労
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
授
与
す
る
。

５
　
賞
詞
は
、
警
察
職
員
と
し
て
多
大
な
功
労
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
授
与
す
る
。

６
　
賞
状
は
、
警
察
職
務
遂
行
上
顕
著
な
業
績
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
部
署
に
対
し
て
授
与
す
る
。

７
　
賞
誉
は
、
警
察
職
員
と
し
て
功
労
が
あ
り
、
若
し
く

は
成
績
が
優
秀
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
、

又
は
業
績
が
優
秀
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
部
署
に
対
し

て
授
与
す
る
。

８
　
警
察
協
力
章
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
、
特
に
顕
著
な
功
労
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
警
察
部

外
の
者
に
対
し
て
授
与
す
る
。

一
　
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査

二
　
被
疑
者
の
逮
捕

三
　
人
命
救
助

四
　
水
火
災
そ
の
他
の
災
害
又
は
変
事
に
お
け
る
警

戒
、
防
護
又
は
救
護

五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
警
察
又
は
警
察

職
員
に
対
す
る
協
力

９
　
感
謝
状
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、

功
労
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
警
察
部
外
の
者
又
は
団
体

に
対
し
て
授
与
す
る
。

（
副
賞
）

第
三
条
　
前
条
の
表
彰
に
は
、
賞
金
そ
の
他
の
副
賞
を
付

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
賞
じ
ゅ
つ
金
）

第
四
条
　
警
察
職
員
が
、
危
害
を
加
え
ら
れ
又
は
災
害
を

被
る
こ
と
を
予
断
で
き
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
顧

み
る
こ
と
な
く
そ
の
職
務
を
遂
行
し
た
こ
と
に
基
づ
い

て
、
危
害
又
は
災
害
を
受
け
、
そ
の
た
め
障
害
の
状
態

に
な
り
、
又
は
死
亡
し
、
第
二
条
第
二
項
か
ら
第
五
項

ま
で
に
該
当
し
て
警
察
勲
功
章
、
警
察
功
労
章
、
警
察

功
績
章
又
は
賞
詞
を
授
与
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

賞
じ
ゅ
つ
金
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
賞
じ
ゅ
つ
金
の
種
類
等
）

第
五
条
　
前
条
の
賞
じ
ゅ
つ
金
の
種
類
及
び
金
額
は
、
別

表
第
一
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
殉
職
者
特
別
賞
じ
ゅ
つ
金
）

第
五
条
の
二
　
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
警
察
職

員
が
上
官
の
命
を
受
け
て
特
に
生
命
の
危
険
が
予
想
さ

れ
る
地
域
に
出
動
し
、
危
害
を
加
え
ら
れ
又
は
災
害
を

被
る
こ
と
が
予
断
で
き
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
命
の
危

険
を
顧
み
る
こ
と
な
く
そ
の
職
務
を
遂
行
し
た
こ
と
に

基
づ
い
て
危
害
又
は
災
害
を
受
け
た
結
果
死
亡
し
、
第

二
条
第
二
項
に
該
当
し
て
警
察
勲
功
章
を
授
与
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
は
、
三
、
〇
〇
〇
万
円
以
下
（
当
該
警

察
職
員
が
警
察
庁
の
職
員
又
は
地
方
警
務
官
（
警
察
法

第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
警
務
官
の
う

ち
、
そ
の
者
又
は
そ
の
者
の
遺
族
が
当
該
事
案
に
関
し

都
道
府
県
か
ら
金
員
を
交
付
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の

を
い
う
。
別
表
第
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
六
、
〇
〇
〇
万
円
以
下
）
の
殉
職
者
特

別
賞
じ
ゅ
つ
金
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
殉
職
者
特
別
賞
じ
ゅ
つ
金
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
別

表
第
一
備
考
七
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
表
彰
授
与
者
）

第
六
条
　
警
察
勲
功
章
、
警
察
功
労
章
及
び
警
察
協
力
章

は
、
警
察
庁
長
官
が
授
与
す
る
。

２
　
警
察
功
績
章
、
賞
詞
、
賞
状
及
び
賞
誉
は
、
警
察
庁

長
官
、
皇
宮
警
察
本
部
長
、
管
区
警
察
局
長
、
東
京
都

警
察
情
報
通
信
部
長
、
北
海
道
警
察
情
報
通
信
部
長
、

警
視
総
監
、
道
府
県
警
察
本
部
長
又
は
方
面
本
部
長
が

所
部
の
警
察
職
員
又
は
所
属
の
部
署
に
対
し
て
授
与
す

る
。

３
　
警
察
功
績
章
、
賞
詞
及
び
賞
状
は
、
警
察
庁
長
官
又

は
管
区
警
察
局
長
が
所
部
の
警
察
職
員
以
外
の
警
察
職

員
又
は
所
属
の
部
署
以
外
の
部
署
に
対
し
て
授
与
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
感
謝
状
は
、
第
二
項
に
定
め
る
者
が
授
与
す
る
。

５
　
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び
殉
職
者
特
別
賞
じ
ゅ
つ
金
は
、
警

察
庁
長
官
が
付
与
す
る
。

（
死
亡
又
は
退
職
時
の
表
彰
）

第
七
条
　
表
彰
を
受
け
る
べ
き
者
が
、
表
彰
前
に
死
亡
又

は
退
職
し
た
と
き
は
、
生
前
又
は
退
職
の
日
に
遡
っ
て

表
彰
す
る
。

（
殉
職
者
賞
じ
ゅ
つ
金
等
の
給
付
）

第
八
条
　
殉
職
者
賞
じ
ゅ
つ
金
又
は
殉
職
者
特
別
賞
じ
ゅ

つ
金
は
、
警
察
職
員
の
遺
族
に
給
付
す
る
も
の
と
し
、

そ
の
遺
族
の
範
囲
及
び
給
付
を
受
け
る
順
位
等
に
つ
い

て
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
七
条
の
五
及
び
第
十
七
条
の

六
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
警
察
勲
功
章
等
の
着
用
等
）

第
九
条
　
警
察
勲
功
章
、
警
察
功
労
章
及
び
警
察
功
績
章

は
、
本
人
に
限
り
終
身
着
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の

遺
族
は
、
こ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
警
察
勲
功
章
、
警
察
功
労
章
及
び
警
察
功
績
章
は
、

上
衣
の
右
胸
に
着
け
る
も
の
と
し
、
警
察
官
又
は
皇
宮

護
衛
官
が
制
服
を
着
用
す
る
と
き
は
、
常
に
こ
れ
を
着

け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
服
務
上
支
障
の
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
明
治
四
十
三
年
勅
令
第
四
百
三
十
八
号
に
よ
り
警
察

官
吏
及
び
消
防
官
吏
の
功
労
記
章
を
、
昭
和
十
九
年
勅

令
第
二
百
九
十
八
号
に
よ
り
警
察
功
労
記
章
若
し
く
は

警
察
功
績
章
を
、
昭
和
二
十
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
五
号
に
よ
り
警
察
功
労
章
若
し
く
は
警
察
功
績
章

を
、
又
は
市
町
村
公
安
委
員
会
若
し
く
は
特
別
区
公
安

委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
警
察
功
労
章
若
し
く

は
警
察
功
績
章
を
授
与
さ
れ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
前

項
に
準
じ
て
こ
れ
を
着
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
警
察
勲
功
章
等
の
返
納
等
）

第
十
条
　
警
察
勲
功
章
、
警
察
功
労
章
又
は
警
察
功
績
章

を
授
与
さ
れ
た
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

又
は
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
返

納
さ
せ
、
警
察
職
員
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
け
る
こ
と
を
停
止
し
、
又
は
こ

れ
を
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
警
察
勲
功
章
等
の
形
状
、
制
式
）

第
十
一
条
　
警
察
勲
功
章
、
警
察
功
労
章
、
警
察
功
績
章

及
び
警
察
協
力
章
の
形
状
及
び
制
式
は
、
別
表
第
二
の

と
お
り
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
二
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
警
察
職

員
の
表
彰
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
警
察
庁
長
官
が
定

め
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
三
月
二
九
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
二
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
六
日
国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
二
五
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
九
月
三
〇
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
三
十
日
か
ら
施

行
し
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
十
六
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
一
一
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
十
一
日
か
ら
施

行
し
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
五
月
一
〇
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
十
日
か
ら
施
行

し
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
五
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
二
六
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
一
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施

行
し
、
改
正
後
の
警
察
表
彰
規
則
第
五
条
及
び
第
五
条

の
二
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
八
月
一
七
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
四
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
警
察
表
彰
規
則
第
五
条
、
第
五
条
の
二
及

び
別
表
第
一
の
規
定
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
以
後
に

生
じ
た
事
案
に
係
る
賞
じヽ
ゆヽ
つヽ
金
又
は
殉
職
者
特
別

賞
じヽ
ゆヽ
つヽ
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
生
じ
た
事

1



案
に
係
る
賞
じヽ
ゆヽ
つヽ
金
又
は
殉
職
者
特
別
賞
じヽ
ゆヽ
つヽ
金

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
七
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
一
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
改
正
後
の
警
察
表
彰
規
則
第
五
条
の
二
及
び
別
表
第

一
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
生
じ
た

事
案
に
係
る
賞
じ
ゆ
つ
金
又
は
殉
職
者
特
別
賞
じ
ゆ
つ

金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
生
じ
た
事
案
に
係
る

賞
じ
ゆ
つ
金
又
は
殉
職
者
特
別
賞
じ
ゆ
つ
金
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
警
察
表
彰
規
則
別
表
第
一
の
規
定
は
、
平

成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
生
じ
た
事
案
に
係
る
賞
じ

ゆ
つ
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
生
じ
た
事
案
に

係
る
賞
じ
ゆ
つ
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
六
日
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
九
号
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
警
察
表
彰
規
則
第
五
条
の
二
の
規
定
は
、

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
生
じ
た
事
案
に
係

る
殉
職
者
特
別
賞
じ
ゅ
つ
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

別
表
第
一
（
第
五
条
、
第
五
条
の
二
関
係
）

賞
じ
ゅ
つ
金
の
種
類

金
額

一
　
殉
職
者
賞
じ
ゅ
つ
金

（一）
　
殉
職
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
特

に
抜
群
の
功
労
が
あ
り
、
一
般
の

模
範
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に

係
る
も
の

二
、
五
二
〇
万円

（二）
　
殉
職
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
抜

群
の
功
労
が
あ
り
、
一
般
の
模
範

と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
係
る

も
の

一
、
八
七
〇
万円

（三）
　
殉
職
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
特

に
顕
著
な
功
労
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
に
係
る
も
の

九
〇
〇
万
円
以上

一
、
三
六
〇
万

円
以
下

（四）
　
殉
職
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
多

大
の
功
労
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者
に
係
る
も
の

四
九
〇
万
円

二
　
障
害
者
賞
じ
ゅ
つ
金

（一）
　
障
害
（
人
事
院
規
則
一
六―

〇

（
職
員
の
災
害
補
償
）
（
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
「
規
則
一
六―

〇
」

と
い
う
。
）
別
表
第
五
に
定
め
る

第
一
級
か
ら
第
八
級
ま
で
の
障
害

等
級
に
該
当
す
る
障
害
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
係
る
事
案
に
つ

い
て
抜
群
の
功
労
が
あ
り
、
一
般

の
模
範
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
者

に
係
る
も
の

１
　
障
害
の
程
度
が
第
一
級
の
も

の

一
、
八
七
〇
万円

２
　
障
害
の
程
度
が
第
二
級
の
も

の

一
、
五
五
〇
万円

３
　
障
害
の
程
度
が
第
三
級
の
も

の

一
、
三
六
〇
万円

４
　
障
害
の
程
度
が
第
四
級
の
も

の

一
、
二
一
〇
万円

５
　
障
害
の
程
度
が
第
五
級
の
も

の

一
、
〇
三
〇
万円

６
　
障
害
の
程
度
が
第
六
級
の
も

の

九
〇
〇
万
円

７
　
障
害
の
程
度
が
第
七
級
の
も

の

七
六
〇
万
円

８
　
障
害
の
程
度
が
第
八
級
の
も

の

六
四
〇
万
円

（二）
　
障
害
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
特

に
顕
著
な
功
労
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
に
係
る
も
の

１
　
障
害
の
程
度
が
第
一
級
の
も

の

九
〇
〇
万
円
以上

一
、
三
六
〇
万

円
以
下

２
　
障
害
の
程
度
が
第
二
級
の
も

の

七
九
〇
万
円
以上

一
、
二
一
〇
万

円
以
下

３
　
障
害
の
程
度
が
第
三
級
の
も

の

七
一
〇
万
円
以上

一
、
〇
七
〇
万

円
以
下

４
　
障
害
の
程
度
が
第
四
級
の
も

の

六
四
〇
万
円
以上

九
五
〇
万
円
以下

５
　
障
害
の
程
度
が
第
五
級
の
も

の

五
五
〇
万
円
以上

八
二
〇
万
円
以下

６
　
障
害
の
程
度
が
第
六
級
の
も

の

四
七
〇
万
円
以上

七
〇
〇
万
円
以下

７
　
障
害
の
程
度
が
第
七
級
の
も

の

四
一
〇
万
円
以上

五
九
〇
万
円
以下

８
　
障
害
の
程
度
が
第
八
級
の
も

の

三
四
〇
万
円
以上

四
九
〇
万
円
以下

（三）
　
障
害
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
多

大
の
功
労
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者
に
係
る
も
の

１
　
障
害
の
程
度
が
第
一
級
の
も

の

四
九
〇
万
円

２
　
障
害
の
程
度
が
第
二
級
の
も

の

四
六
〇
万
円

３
　
障
害
の
程
度
が
第
三
級
の
も

の

四
一
〇
万
円

４
　
障
害
の
程
度
が
第
四
級
の
も

の

三
六
〇
万
円

５
　
障
害
の
程
度
が
第
五
級
の
も

の

三
一
〇
万
円

６
　
障
害
の
程
度
が
第
六
級
の
も

の

二
八
〇
万
円

７
　
障
害
の
程
度
が
第
七
級
の
も

の

二
三
〇
万
円

８
　
障
害
の
程
度
が
第
八
級
の
も

の

一
九
〇
万
円

備
考

一
　
第
二
号
の
障
害
の
程
度
は
、
規
則
一
六―

〇
別
表

第
五
に
定
め
る
障
害
等
級
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

二
　
第
二
号
の
障
害
等
級
又
は
金
額
の
決
定
は
、
国
家

公
務
員
災
害
補
償
法
第
十
三
条
第
五
項
か
ら
第
七
項

ま
で
及
び
規
則
一
六―

〇
第
二
十
五
条
の
四
第
二
項

の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

三
　
第
一
号
（
三
）
及
び
第
二
号
（
二
）
に
定
め
る
賞

じ
ゅ
つ
金
の
額
は
、
当
該
賞
じ
ゅ
つ
金
に
係
る
警
察

職
員
の
功
労
又
は
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
警
察
庁
長

官
が
定
め
る
。

四
　
警
察
庁
長
官
は
、
障
害
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
特

に
抜
群
の
功
労
が
あ
り
、
一
般
の
模
範
と
な
る
と
認

め
ら
れ
る
者
（
そ
の
障
害
の
程
度
が
第
一
級
に
該
当

す
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
賞
じ
ゅ
つ
金
の
額
を
第
二

号
（
一
）
１
に
定
め
る
額
に
一
九
〇
万
円
を
加
算
し

た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
　
警
察
庁
の
職
員
に
係
る
殉
職
者
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び

障
害
者
賞
じ
ゅ
つ
金
の
額
は
、
賞
じ
ゅ
つ
金
の
種
類

に
応
じ
て
当
該
金
額
の
欄
に
定
め
る
額
（
第
一
号

（
三
）
及
び
第
二
号
（
二
）
に
定
め
る
額
に
つ
い
て

は
、
三
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
を
い
い
、
四

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
を
含
む
。
六
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

六
　
地
方
警
務
官
に
係
る
殉
職
者
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び
障

害
者
賞
じ
ゅ
つ
金
の
額
は
、
賞
じ
ゅ
つ
金
の
種
類
に

応
じ
て
当
該
金
額
の
欄
に
定
め
る
額
を
下
限
と
し
、

そ
の
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
上
限
と
し
て
、
そ

の
範
囲
内
に
お
い
て
警
察
庁
長
官
が
定
め
る
額
と
す

る
。

七
　
警
察
庁
長
官
は
、
殉
職
者
賞
じ
ゅ
つ
金
の
給
付
を

受
け
る
遺
族
が
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
第
十
七
条

の
五
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
殉
職
者
賞
じ
ゅ
つ
金
の
額
を
第
一

号
に
定
め
る
額
（
同
号
（
三
）
に
定
め
る
額
に
つ
い

て
は
、
三
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
を
い
い
、

四
、
五
又
は
六
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
を
含

む
。
）
か
ら
そ
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
減

じ
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

警
察
勲
功
章
等
の
形
状

（
表
面
）

警
察
勲
功
章

（
表
面
）

警
察
功
労
章
、
警

察
功
績
章
及
び
警

察
協
力
章

（
裏
面
）

警
察
勲
功
章
等
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警
察
勲
功
章
等
の
制
式

区
分

警

察

勲

功
章

警

察

功

労
章

警
察
功
績

章

警
察
協
力

章

地
金

銀

銀

銅

銀

大きさ

縦

六

・

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

四

・

八

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

四
・
八
セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル

四
・
八
セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル

横

五

・

〇

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

三

・

六

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

三
・
六
セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル

三
・
六
セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル

表面

桜
葉

桜
花

結
び
ひ
も

い

ぶ

し

銀

い

ぶ

し

銀

い
ぶ
し
銅

い
ぶ
し
銀

日章

大きさ

銀

色

径

二

・

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル金

色

径

一

・

八

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

径

一

・

八

セ

ン

チ

メ

ー

ト
ル

径
一
・
八

セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル

径
一
・
八

セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル

色

銀

色

と

金

色

の

重
光

金
色

銀
色

金
色

そ
の
他
の

部
分

紫

紺

色

七
宝

銀

銅

紫
色
七
宝

裏
面

銀

銀

銅

銀

略
章
は
、
警
察
勲
功
章
に
つ
い
て
は
、
縦
二
七
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
、
横
二
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
警
察
功
労
章
、

警
察
功
績
章
及
び
警
察
協
力
章
に
つ
い
て
は
、
縦
二
〇
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
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